
   
　　　　　　　　 

 
 

令和８年６月１日 
 

件名　　ＩＫＥＡ前橋から家具・インテリア用品の寄附受納および内覧会の開催について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 
　　児童相談所一時保護所では、ＩＫＥＡ前橋からＩＫＥＡファミリー募金の積立金を活

用した家具・インテリア用品の寄附を受けることになりました。ＩＫＥＡジャパンでは、

社会的・経済的に困難な状況下にある子どもたちやその家族等が安心した暮らしを実現

できるよう、近隣の団体へ寄附等を行っており、本市の一時保護施設が採択されたもの

です。 
 
 
【寄附の概要】 
（１）寄 附 者　　ＩＫＥＡ前橋（前橋市亀里町２００８番） 
（２）寄 附 先　　高崎市児童相談所一時保護所（高崎市問屋町４丁目４番地１） 
（３）寄附内容　　家具・インテリア用品 
　　　　　　　　・ＩＫＥＡ前橋のインテリアデザイナーがスヌーズレン(*)を参考に　

提案する家具や用品です。 
・一時保護所の男児・女児棟の部屋各１室に設置し、入所している子

どもが不安を和らげ、心身ともにリラックスできる環境を整えます。 
　　　　　　　　(*)スヌーズレンとは 

１９７０年代にオランダで始められた障害がある人との関わり合いの

理念。光・音・触覚の心地よい素材を組み合わせた感覚を重視した環

境づくりや活動のことです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【本件に関する問い合わせ】 
福祉部児童相談所一時保護課　 
電話：０２７－３４５－５１９５ 
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